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�

公
安
委
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会

○
運
転
適
性
検
査
業
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

運
転
免
許
課)

…

�

規

則

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
五
号

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
六
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
五
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
備
考
一
の
２
中

｢

、
所
得
税
法｣

の
下
に

｢

第
七
十
八
条
第
二
項
第
一
号
、｣

を
、

｢

第
四
十
一
条
の
二｣

の
下
に

｢

、
第
四
十
一
条
の
三
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項｣

を
加
え
、

｢

及

び
第
四
十
一
条
の
十
九
の
三
第
一
項｣

を｢

並
び
に
第
四
十
一
条
の
十
九
の
五
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
十
号
様
式
中

｢政
府
管
掌
｣

を

｢協
会
管
掌
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
別
表
第
二
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日

(

以

下

｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

以
後
に
行
わ
れ
る
特
定
慢
性
疾
患
医
療
の
給
付
に
係
る
青
森
県
児
童

福
祉
法
施
行
細
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
金

(

以
下

｢

特
定
慢
性

疾
患
医
療
納
入
金｣

と
い
う
。)

の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
特
定
慢
性
疾

患
医
療
の
給
付
に
係
る
特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
三
十
一
号

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一
�

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
一
川
目
一
三
三

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
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( )

飛
砂
の
防
備

�

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

海
岸
保
全
施
設
用
地
と
す
る
た
め

二
�

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
一
川
目
一
三
三

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

�

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

海
岸
保
全
施
設
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
お
い
ら
せ
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

告

大
気
中
ふ
っ
素
化
合
物
自
動
計
測
器
の
購
入
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
の
購
入
と
し
、
そ
の
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

大
気
中
ふ
っ
素
化
合
物
自
動
計
測
器

一
式

二

履
行
期
限

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日

三

納
入
場
所

次
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
す
る
。

青
森
局

青
森
市
東
造
道
一
丁
目
一
の
一

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
五
百
十
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

又

は
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
青
森
県
告
示
第
百
九
十
九
号
の
一
の
規
定
に
よ
り
理
化
学
・

計
測
機
器
の
購
入
の
契
約
に
つ
い
て
Ａ
の
等
級
に
格
付
け
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

五

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
い
合
わ

せ
先上

北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
笹
崎
四
〇
〇
の
一

青
森
県
原
子
力
セ
ン
タ
ー

電
話

〇
一
七
五
―
七
四
―
二
二
五
一

２

入
札
書
の
提
出
方
法

１
に
掲
げ
る
提
出
場
所
に
持
参
す
る
こ
と
。

３

入
札
、
開
札
の
日
時
及
び
場
所

�

日
時

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

午
後
一
時
三
十
分

�

場
所

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
笹
崎
四
〇
〇
の
一

青
森
県
原
子
力
セ
ン
タ
ー

二
階
大
会
議
室

入
札
後
、
直
ち
に
入
札
者
の
面
前
で
開
札
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

六

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

第
百
三
十
二
条
、
第
百
三
十

三
条
及
び
第
百
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
。

七

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

八

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
範
囲
内
で
、
売
買
代
金
に
係
る
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
い
、
か

つ
、
十
の
３
の
規
定
に
よ
り
落
札
対
象
と
す
る
者
を
落
札
者
と
す
る
。

九

入
札
条
件

青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

に
定
め
る
入
札
者
心
得
書
を

遵
守
す
る
ほ
か
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十

そ
の
他

１

入
札
及
び
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
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( )

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

３

入
札
書
の
記
載
方
法

落
札
者
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相

当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額

(

当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

切
り
捨
て
た
金
額)
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額

の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

土
地
立
入
の
許
可

東
北
電
力
株
式
会
社
に
対
し
て
、
土
地
収
用
法

(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
十
一

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
立
入
の
許
可
を
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

起
業
者
の
名
称

東
北
電
力
株
式
会
社

二

事
業
の
種
類

１
５
４
ｋ
Ｖ
六
ヶ
所
Ｃ
線
新
設
工
事

三

立
ち
入
ろ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

四

立
ち
入
ろ
う
と
す
る
期
間

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
七
日
ま
で

県
有
地
の
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
土
地
の
売
却

二

予
定
価
格

四
百
九
十
万
六
千
百
四
円

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

四

売
却
す
る
物
件
を
示
す
場
所

八
戸
市
城
下
二
丁
目
二
〇
の
一
〇

五

売
却
す
る
物
件
の
地
積
測
量
図
等
の
書
面
及
び
契
約
条
項
を
示
す
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

六

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

青 森 県 報平成21年９月30日 水曜日 第3142号3

郡

名

町
村
名

大

字

名

字

名

上
北
郡

野
辺
地
町

東
太
田
沢

上
北
郡

東
北
町

ガ
ス
平
、
姥
沢
、
坂
下
、
篠
内
平
、
千
曳
下
山
、
太

田
平
、
洞
内
沢
、
夫
雑
原
、
夫
雑
原
下
山
、
西
ノ
沢
、

石
文

尾

駮

家
ノ
後
、
久
保
、
川
向
、
前
田
、
表
舘

上
北
郡

六
ケ
所
村

鷹

架

千
樽

所

在

地

地

目

地

積

八
戸
市
城
下
二
丁
目
二
〇
の
一
〇

雑
種
地

一
一
五
・
七
一
平
方
メ
ー
ト
ル



( )

１

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎

西
棟
七
階
Ｂ
会
議
室

２

日
時

平
成
二
十
一
年
十
月
十
三
日

午
前
十
時
三
十
分

七

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
の
額

契
約
金
額

(
入
札
保
証
金
に
あ
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
見
積
も
る
契
約
金

額)

の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金
額

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

代
金
の
納
入
期
限

土
地
売
買
契
約
書
に
よ
り
定
め
た
納
入
期
限
ま
で
に
納
入
す
る
。

十

そ
の
他

１

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

２

平
成
二
十
一
年
十
月
七
日
午
前
十
一
時
か
ら
、
八
戸
市
城
下
二
丁
目
二
〇
の
一
〇
に
お
い
て

現
場
説
明
を
行
う
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
浪
岡

川
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日

東
青
地
域
県
民
局
長

武

田

哲

郎

公

安

委

員

会

運
転
適
性
検
査
業
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

阿

保

�

子

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
七
号

運
転
適
性
検
査
業
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

運
転
適
性
検
査
業
務
取
扱
規
則

(

昭
和
四
十
二
年
三
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

運
転
免
許
課
が｣

を
削
り
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一

号
中

｢

及
び
法
第
百
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る｣

を

｢

第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
法
第
百
七
条
の

四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り｣

に
、｢

必
要
と
す
る｣

を｢

行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る｣

に
改
め
、
同
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

法
第
百
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
臨
時
適
性
検
査
を
行
う
も
の
と
さ
れ

て
い
る
者

第
五
条
第
一
項
中

｢

運
転
免
許
課
長｣

を

｢

青
森
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
長

(

以
下

｢

運
転
免
許
課
長｣

と
い
う
。)

｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第
二
十
九
条
の
三
第
一
項｣

を

｢
(

昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号)

第
二
十
九
条
の
三
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中

｢

第
二
条
第
一
号｣

を

｢

第
二
条
第
二
号｣

に
、

｢

警
察
本
部
長｣

を

｢

青
森

県
警
察
本
部
長｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

第
二
条
第
二
号｣

を｢

第
二
条
第
三
号｣

に
改
め
る
。

第
七
条
中

｢

前
条
第
一
項
に
よ
る｣

を

｢

前
条
の｣

に
改
め
、

｢

前
条
第
二
項
に
よ
る｣

を
削

り
、

｢

受
理
し
た
と
き
は
、
該
当
す
る
者｣

を

｢

受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
臨
時
適
性
検
査
が
必
要

と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
者｣

に
、

｢

別
記
様
式
第
三
号｣

を

｢

別
記
様
式
第
四
号｣

に
改
め
、
同

条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

運
転
免
許
課
長
は
、
国
家
公
安
委
員
会
か
ら
第
二
条
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
係
る
通
報
を
受

け
た
と
き
は
、
事
実
関
係
を
確
認
の
上
、
速
や
か
に
そ
の
者
に
対
し
臨
時
適
性
検
査
通
知
書

(

別

記
様
式
第
三
号)

に
よ
り
通
知
し
、
検
査
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中

｢

第
二
条
第
一
項
に
該
当
す
る
者
の
検
査
等
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
結
果

を｣

を

｢
検
査
等
を
行
っ
た
結
果
、
検
査
等
を
受
け
た
者
の
運
転
免
許
の
拒
否
又
は
取
消
し
処
分
が

必
要
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

前
条｣

を

｢

前
項｣

に
改
め
、
同

条
第
四
項
中

｢

第
二
条
第
二
号｣

を

｢

第
二
条
第
三
号｣

に
、

｢

別
記
様
式
第
四
号｣

を

｢

別
記
様

式
第
五
号｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中

｢第
１
０
２
条
第
１
項
｣

を

｢第
１
０
２
条
第
項
｣

に
改
め
、
別
記
様
式
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( )

第
三
号
を
削
り
、
別
記
様
式
第
四
号
を
別
記
様
式
第
五
号
と
し
、
別
記
様
式
第
二
号
の
次
に
次
の
二

様
式
を
加
え
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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